
四国への新幹線整備の早期実現に向けた県民向け機運醸成イベント実施委託業務

企画提案募集要項

１ 趣旨

四国における新幹線整備については、全国新幹線鉄道整備法に基づく昭和４８年の大臣

告示で「基本計画路線」に位置づけられて以降、先延ばしされたままとなっています。

このような中、本県では、四国への新幹線整備の早期実現を目指し、四国４県が一体と

なって取り組んでおり、早期実現に向けては、四国への新幹線整備に関する県民の機運醸

成が重要となることから、本委託業務を実施することとし、本募集要項により、広く実施

に係る企画提案を募集し、委託候補者を選定するものです。

２ 企画提案の募集から契約までの手順

一定の資格要件に該当する事業者から、公募により委託業務に関する企画提案を受け、

徳島県が別に設置する選定委員会において内容審査を行った上で、総合的に最も優れた

内容であると認めた者と契約を締結します。

なお、契約については、選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするものではな

く、委託候補者と提案内容に沿って契約内容についての協議・調整を行った上で、徳島

県と委託候補者の双方が合意するに至った場合に契約を締結します。その際、協議等の

結果に基づき、企画提案内容の一部が変更となる場合があります。

３ 事業の内容

（１）委託契約期間

契約締結の日から令和６年９月３０日（月）まで

（２）業務内容

別添「四国への新幹線整備の早期実現に向けた県民向け機運醸成イベント実施委託

業務仕様書」のとおり。

（３）委託料上限額

２，１５０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）

４ 連絡先

徳島県交通政策課鉄道活性化担当（担当 吉田、阿部、島田）

〒770-8570 徳島県徳島市万代町１丁目１番地

電話番号 ０８８－６２１－２５８１

Ｆ Ａ Ｘ ０８８－６２１－２８３２

Ｅ-ｍａｉｌ koutsuuseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

５ 企画提案の参加資格

本業務実施に必要な能力を有し、次に掲げる要件を全て満たすものであること。

（１）提案事項を的確に遂行できる能力を有するもの。



（２）法人及びその代表者が、次の事項に該当しないもの。

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当する者。

イ 徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置の対象となっ

ている者。

ウ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）

第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第6号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。）、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有

する者。

エ 会社更生法（平成14年法律第154条）に基づく更生手続開始、民事再生法（平成11

年法律第225号）に基づく再生手続開始又は破産法（平成16年法律第75号）に基づく

破産の申立てをし、又は申立てがなされている者及びこれらの手続き中である者。

オ 徳島県の県税（法人事業税・法人県民税等）、法人税、地方法人特別税、消費税及

び地方消費税並びに延滞金等を滞納している者。

カ 労働基準法をはじめとする労働関係法令を滞納している者。

キ 役員（法人の監査役及び監事を含む。）のうちに、次のいずれかに該当する者がい

る団体。

a 成年被後見人又は被補佐人

b 破産者で復権を得ない者

c 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこ

とがなくなった日から起算して２年を経過しない者

ク 特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体、公序良俗に反する等適当

でないと認められる者。

６ 募集要項の配布

本募集要項は、徳島県のホームページからダウンロードして入手できます。

７ 企画提案の参加手続き等

業務委託事業者の選定に参加を希望する者は、次のとおり必要書類を提出すること。

（１）提出書類

参加申込書（様式１）１部

（２）受付期間

令和６年５月７日（火）から５月１６日（木）正午まで

（３）受付方法

ファクシミリ又は電子メールにより、「４ 連絡先」宛てに参加申込書（様式１）

を提出してください。

８ 質問の受付

募集内容に関する質問を次のとおり受付します。

（１）受付期間



令和６年５月７日（火）から５月１６日（木）正午まで

（２）受付方法

ファクシミリ又は電子メールにより、「４ 連絡先」あてに質問票（様式２）を提

出してください。

（３）回答方法

参加意思を事前に御連絡いただいた全ての者に対し、ファクシミリ又は電子メール

により回答を送付します。

９ 企画提案の参加手続

企画提案書の提出をもって企画提案への参加申込とします。

（１）提出物及び提出部数

提出物 部数

ア 企画提案書(送付文) １ ・「様式３」により提出すること。

イ 添付資料 １ ・団体等の概要が分かる書類（規約、組織図等）

・法人の場合は登記簿謄本（履歴事項全部証明

書）

※コピー可。企画提案の到着日時点で発行から

３か月以内のものを提出すること。

・都道府県税及び国税に未納がない旨の証明書

ウ 企画提案書 ６ ・Ａ４版とすること（任意様式）。

（記載内容）

・業務に係る実施方針、スケジュール及び具体的

な企画提案

・当該業務の実施体制

・担当者における類似業務の受託実績

エ 参考見積書 ６ ・積算内訳を記入すること。

オ 参考資料 ６ ・他団体との間で類似業務実績を示す資料

（２）提出期限

令和６年５月２７日（月）正午必着

（３) 提出方法

郵送（書留又は簡易書留）により、「４ 連絡先」へ提出してください。

（４）留意事項

ア 企画提案書提出後の再提出及び差し替えは、原則として認めません。ただし、

書類の不足・不備の補完、内容不明点の確認のほか、必要に応じ、追加資料の提

出をお願いする場合があります。

イ 提出された企画提案書は、理由の如何を問わず返却しません。

ウ 書類等の作成に用いる用語、通過及び単位は、日本語、日本円、日本の計量法

（平成４年法律第５１号）に定める単位に限ります。



１０ 選定方法

(１) 提出された企画提案書については、徳島県が別に設置する選定委員会において、別

紙「評価基準」に基づき審査を行い、委託候補者を選定します。また、参加者が１者

だった場合は、総合的に評価して委託候補者としての適否を判断します。

(２) 審査に当たっては、提出された企画提案書等の書類審査により行います。

（３）次のいずれかに該当するときは、選定の対象から除外します。

ア 上限額を超える金額での企画提案書の提出があったとき。

イ 企画提案書の提出後に参加資格を満たさないことが判明したとき。

ウ その他、委託先とすることが著しく不適当と認められる事実が判明したとき。

１１ 審査結果

審査の結果については、全ての提案者に書面で通知します。ただし、選定の経緯に

ついては公表しません。

選定結果に対する異議申し立ては受理しません。

１２ 契約の方法

（１）委託契約に当たっては、選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするものでは

なく、委託候補者と提案内容に沿って契約内容についての協議・調整を行った上で、

徳島県と委託候補者の双方が合意に至った場合に契約を締結します。その際、協議等

の結果に基づき、企画提案内容の一部を変更する場合があります。

（２）別添「仕様書」は、当該業務の最低水準を示すものです。したがって、委託候補者

の企画提案内容によっては、締結する契約書に添付する仕様書には、徳島県と委託候

補者との協議等の結果に基づき、業務の内容が追加され、又は修正される場合があり

ます。

（３）委託候補者が正当な理由なく契約を締結しないとき、又は協議が整わなかったとき

は、その選定を取り消すとともに、選定委員会において次点となった者を委託候補者

とし、契約内容についての協議等を行った上で、契約を締結するものとします。

（４）委託候補者との契約の締結は、５月下旬頃の予定です。

１３ その他

（１）この企画提案書の作成及び提出に要する経費は、すべて参加者の負担とします。

（２）提出された書類は、選定作業のため必要最小限の範囲で複写することがあります。


